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公立学校教職員の懲戒処分の概要

○欠勤

（１）処分年月日 平成２１年１１月２０日

（２）処分の量定 減給１０分の１ １月

（３）所属・職種 公立学校教職員

（４）処分の理由 当該教職員は、再三の指導にもかかわらず、平成

２１年９月１日から９月４日までの４日間無断

欠勤を行った。


